
文 教 委 員 会 資 料 

【新川崎地区新設小学校基本構想報告書」及び 

「新川崎地区新設小学校基本計画報告書」について】 

資料１ 報告書の概要等 

●新川崎地区新設小学校整備に関する令和２年度の取組  

●新川崎地区新設小学校の基本構想策定と見直しの経緯 

●「新川崎地区新設小学校基本構想報告書（案）」及び同「基本計画 

報告書（案）」に関する意見募集の実施結果について 

資料２  新川崎地区新設小学校基本構想報告書 

資料３  新川崎地区新設小学校基本計画報告書 

令 和３年４月１５日 
教 育 委 員 会 事 務 局 
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新川崎地区新設小学校整備に関する令和２年度の取組

令和２年５月 22日 文教委員会：報告「新川崎地区小学校新設事業の進捗状況について」 

令和２年８月 21日 土地売買契約書締結・残地保障契約書締結 

令和２年８月 27日 文教委員会：議案説明「新川崎地区建設用地の取得について」 

令和２年 10月６日 文教委員会：議案審査「新川崎地区建設用地の取得について」 

令和２年 10 月 12 日 土地引渡 

令和２年 11 月 20 日 新川崎地区新設小学校事業説明会（日吉出張所） 

令和２年 11 月 25 日 日吉地区町連説明 

令和３年２月 26日 基本構想・基本計画見直し素案公表（市ＨＰ）・意見募集開始 

市議会文教委員会委員等に情報提供 

令和３年３月８日 基本構想・基本計画意見募集締め切り 

令和３年３月 23日 教育委員会会議にて見直し案を議決 
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資料１



基本構想のレビュー

新川崎地区新設小学校の基本構想策定と見直しの経緯

新川崎地区新設小学校は、大規模共同住宅の建設が進められている地区に新しく建設される学校である。本新設小

学校は周辺を含めてコミュニティの核となる学校づくりという大きな役割が期待されている。さらに、近隣の新川崎地区に

は、先端開発を行っている企業や「創造のもり」等の先端技術を進める大学の施設等があり、これら地域の特色を生かし

た学校づくりが求められている。 

基本構想策定までの経緯や今後の計画予定 

新川崎・鹿島田駅周辺地区は、地域生活拠点と位置付けられ、都市基盤整備が進められている。こうした取組の進展に伴い、大規模

共同住宅が複数整備されたことにより、この地域への人口流入が生じている。また、今後も大規模な共同住宅整備の計画が存在するな

ど、人口流入が継続すると見込まれる。こうした状況から、周辺小学校の児童数の増加が見込まれているため、良好な教育環境の確保

に向けて、庁内に「教育環境整備推進会議」を設置し、対応策を検討した。 

対応策については、平成 21 年 11 月に策定した「児童生徒の増加に対応した教育環境整備の基本的な考え方と当面の対応策」に基

づき、教室の転用、校舎の増築、学区の変更などを実施していくこととしているが、新川崎地区においては、新川崎Ｆ地区をはじめとした共

同住宅整備事業が進められていく中で、周辺地域の良好な教育環境を確保するため、小学校を新設することとした。 

この対応に対し、川崎市と株式会社ゴールドクレストは、新川崎地区の地区計画に沿ったまちづくりを推進するとともに、新川崎・鹿島田

駅周辺地区における児童の増加へ的確に対応するため、同社は同地区に所有する土地の一部を本市に売り渡すことを予定し、本市は本

件土地を買い受け、同地に小学校を設置することを予定することについて合意し、平成２４年１月２０日に基本協定を締結した。 

平成 24年度の基本構想策定時点では、その後の共同住宅の開発動向を踏まえた学校規模を勘案し、校舎の整備を 2段階に分けて

行うことを想定していたが、最新の児童数の推計を踏まえ、令和 8 年度には教室不足が見込まれることから、基本構想・基本計画等を見

直す必要がある。最新の児童数の推計を踏まえた規模の新設校とするため、基本構想からの再検討を行い、学級数や設備など諸機能

の必要な見直しを行うこととし、学校用地を取得し、令和７年４月の開校を目指して取組を進めることとした。 

また、当初の設計（平成 27年度）から 5年が経過しているため、見直しにあたっては、単に学級数の増を反映させるだけではなく、現在

の学校施設に求められる諸課題について反映していく必要がある。 

○学校計画地 ：川崎市幸区新小倉 545 番 50 他（新川崎Ｆ地区内）  

○敷地面積  ：約16,800㎡  

○売買契約   ：平成26年度中の締結を予定  

○開 校  ：平成 29年 4月を予定 

平成 24年度      基本構想策定 

平成 25年度      基本計画策定 

平成 26・27 年     基本・実施設計等、土地鑑定評価、 

土地売買契約締結、土地取得 

平成 28・29 年度 建設工事 

平成 30 年度以降 小学校開校

■基本協定の主な内容（平成 24年 1月 20 日） 

■基本構想策定時（平成 25年 3月） 

における計画スケジュール 

新川崎・鹿島田駅周辺図

令和 2年度     土地売買契約締結、土地取得 

基本構想・基本計画見直し 

令和 3・4 年度   基本・実施設計等 

令和 5・6 年度   建設工事 

令和 7年度     小学校開校（外構工事） 

■基本構想・計画見直し決定時（令和 2年 5月） 

における計画スケジュール 

●ＧＩＧＡスクール構想を踏まえたＩＣＴ環境の整備 

●体育館への空調設備設置に係る課題 

●太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の設置 

●災害時の学校における避難所機能の確保 

●将来的な児童数減を見据えた学校施設の活用方法 

●木材の利用促進

■設計等の見直しを検討すべき主な項目 
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（１） 高機能かつ多機能で弾力的な施設環境の確保を目指す 

児童等の主体的な活動を支え、好奇心・創造性を発揮できる施設環境の充実を図り、

魅力ある教育を推進することが可能となる計画とする。 

・多様な学習形態・学習内容、弾力的な集団による活動、学校教育・情報化の進展や児

童の増加等への対応が可能となる施設整備 

・安全でゆとりと潤いのある児童等の生活の場を確保する施設整備 

（２） 地球環境へ配慮し、持続可能な社会の構築への貢献を目指す 

自然との共生を図る建築計画と省エネ技術の活用により、環境負荷の低減を図る。 

・地域の防災拠点としてエネルギーの持続可能性を確保する施設整備 

・エコマテリアルの積極採用等による総合的環境性能を確保する施設整備 

・学校施設全体が体験的な環境学習の場となる施設整備 

（３） 地域の交流や多様な活動を支える、安全・安心な地域コミュニティの核
の形成を目指す 

地域特色を活かしたまちづくりや地域課題解決に向けた市民・地域と行政の協働による

取組や地域住民の交流、自主的な学習活動等による地域コミュニティの活性化の取組を

支えるとともに、地域防災力の向上への対応が可能となる計画とする。 

・局区間の連携等による地域の課題や特性に応じた取組や地域の生涯学習、スポーツ、

市民活動などの場として有効活用できる施設整備 

・地域資源等と連携し、地域資源や地域文化の情報発信機能を確保する施設整備 

・東日本大震災等の被害を踏まえた、避難所機能を含め、地域の防災拠点としての機能

を強化する施設整備

地域的な計画の背景、川崎市の教育方針、川崎市の行政計画、震災等の社会環境の変化を受け、新設小学校

の計画策定に向けた諸課題を抽出し、それら課題の解決を目的に、「学校づくりの基本理念」と「学校づくり

の目標」を設定した。これらを達成する施設整備に対する考え方をまとめ、「施設整備の基本方針」を策定し

た。

「学校づくりの基本理念」と施設計画の考え方（１）

①学習空間における課題 

②生活空間における課題 

③教職員執務空間における課題 

④学校の安全・セキュリティにおける課題 

⑤新設小学校としての課題 

ⅰ）環境配慮に対する考え方 

ⅱ）東日本大震災後の新設小学校としての考え方 

ⅲ）共同住宅整備により人口増となる地域への学校整備の考え方 

ⅳ）地域資源（※大学･企業などをさす） 

ⅴ）将来増減予測への考え方 

新設小学校計画策定に向けての課題 

施設整備の基本方針 

【学校づくりの基本理念】 

【学校づくりの目標】

地域と共に、ひとや環境にやさしい未来を創る次世代小学校

・  東日本大震災後の社会環境の変化を踏まえ、省エネルギーに配慮した環境づくり 

・  多様で実践的な学習内容や学習形態による活動が可能となる環境づくり 

・  環境配慮の意識や科学的な創造力を育成し定着が可能となる環境づくり 

・   ゆとりと潤いのある生活をおくり、他者との関わりの中で豊かな人間性を育成するこ

とができる、安全で快適な環境づくり 

・  文化・防災面における地域住民の交流を通じて日吉エリアの新たなコミュニティ形成の場と

なる学校づくり 

・  地域の歴史的資源や文化の情報発信地としての学校づくり 

・  東日本大震災の被害等を踏まえた学校防災機能により、地域防災の核となる学校づくり

・  地域特性を踏まえた教育目標の設定 

・  施設のエコ化を活かすとともに地域資源と連携し、特色ある教育活動の実践 

・  地域、学校による多様な教育的連携の展開 

教 育 

環 境

地 域
・ 

防 災 

「学校づくりの基本理念」と「目標」 

地域的な 

計画の背景 

川崎市の 

教育方針 

川崎市の 

行政計画 

震災等の社会

環境の変化 

検討において配慮すべき事項 

計画条件（立

地条件、法令

条件等） ・新川崎地区計画

・幸区、周辺の動向

・etc. 

・かわさき教育プラン

・小学校学習指導要領改定

・etc. 

・わくわくプラザ事業推進

・etc. 
・地震防災戦略、

・スマートシティ推進

・etc. 

「施設整備の基本方針」は「学校づくりの基本理念」を受けた「学校づくりの目標」を達成するための施設

整備に対する考え方をまとめたものである。
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地域コミュニティの核 （新設小学校） 

 学校を広く地域に開かれ、円滑に活用可能な施設として整備するこ

とにより、地域住民の交流や行政による多様な取組を通じて地域コミ

ュニティの核となる学校づくりを行う。

交

流 

施設開放 

（学校施設有効活用事業等） 

・校庭、体育館、特別教室

学校図書館などの開放

・地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等

・理科教育・環境学習や

その他取組の実施及

び地域へ発信
・学校施設有効活用 

・その他利用 

・施設利用 

・交流活動 

・ 理科教育、環境

体験学習の場 

・ 地域住民の交流の場等 

幸区役所、日吉出張所 

児童 
周辺住民 

（地域） 

理科教育・環境学習等を 

通じた情報発信 

教育委員会 

連携 

連携 

連携 

・ 理科教育、環境

体験学習等 

・ 地域活動等によ

る住民交流 

連携 

共
同
住
宅

周
辺
地
域

「施設整備の基本方針」と施設計画の考え方（2）

地域の交流や多様な活動を支える、安全・安心な地域コミュニティの核の形成を目指す 

・局区間の連携等による地域の課題や特性に応じた取組や地域の生涯学習、スポーツ、市民活動などの場として有

効活用できる施設整備 

・地域資源等と連携し、地域資源や地域文化の情報発信機能を確保する施設整備 

・東日本大震災の被害を踏まえた、避難所機能を含め、地域の防災拠点としての機能を強化する施設整備 

目標とする性能・仕様、計画上の留意点 

□建築計画上の留意点 

・ 開放施設利用者と児童の動線の明確な

区分に配慮する。 

・ 学校開放時等における開放施設とその

他の施設を明確に区分し、セキュリティ

の確保に配慮する。 

・ 大学・企業・中核的理科教員（CST）等

による科学体験活動の内容や市内の先

端科学技術・製品に触れやすい計画を検

討する。 

□環境・設備における目標・留意事項 

・ 開放施設におけるエネルギー使用状況

の計量に留意する。 

・ 学校開放における騒音（体育館、音楽室

の配置等）、光害が生じないように配慮

する。 

■防災機能との省エネ化対策の連携 

防災機能については、平常時の省エネルギ
ー、自然エネルギー利用等の仕組みとの統合
的システムとして、平常時の「省エネ」、「教室
の快適性」に資する対策を中心に、今後の施
設整備において求められる最低限度の仕様、
体制等について整理した。 

ⅰ）避難者の温熱快適性の確保 
・断熱の強化、隙間風の防止 

ⅱ）災害時の電力／ガス等の途絶時における
施設運用 

  ・太陽光発電 
  ・非常用発電機 
  ・電源自立型 GHP 

防災設備 
平常時の 

活用性 

災害時の 

信頼性 
コスト 

暖冷房へ 

利用 

電源自立型GHP 〇 △ △ 〇 

太陽光発電 〇 △ △ × 

非常用発電機（軽油） × 〇 〇 × 

蓄電池 △ 〇 × × 

可搬式発電機 × 〇 △ × 

建物の断熱性向上 〇 〇 〇 〇 

自然換気 〇 △ △ 〇 

太陽熱利用 〇 △ 〇 〇 

各防災設備の災害時における機能維持

災害時の状況の場合分けによる電源設備の利用可能性 

（導入組み合わせ例） 

・蓄電池：20kWh 
・可搬式発電機：5kWh 
・非常用発電機：50kWh 
・電源自立型 GHP 
・太陽光発電（晴天時の充電源） 
・建物の断熱性向上、自然換気 
※中圧ガスの引込みは設計にて検討

＜新設小学校を拠点とした地域活性化のイメージ図＞ 
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「新川崎地区新設小学校基本構想報告書（案）」及び同「基本計画報告書（案）」 

に関する意見募集の実施結果について 

１ 概 要  

本市では、新川崎地区における小学校の新設について、令和７年４月の開校を目指して

取組を進める中で、平成２４年から平成２５年までにかけて策定した基本構想・基本計画

の内容について、最新の児童数推計や現在の学校施設に必要な機能を設計等に改めて反

映させるため、必要な見直しを行ってまいりました。 

この度、「新川崎地区新設小学校基本構想報告書（案）」及び「新川崎地区新設小学校基

本計画報告書（案）」を策定し、広く市民の皆様の意見を募集した結果、７通・20件の御

意見をいただきましたので、その内容と、それに対する市の考え方を次の通り公表します。 

２ 意見募集の概要 

題名 
「新川崎地区新設小学校基本構想報告書（案）」「新川崎地区新設小

学校基本計画報告書（案）」に関する意見募集について 

意見の募集期間 令和３年２月２６日（金）～令和３年３月８日（月） 

意見の提出方法 電子メール及びファクシミリ（様式任意） 

募集の周知方法 

・関係団体等への説明や資料の掲示 

・市ホームページ 

・教育委員会事務局 教育環境整備推進室 

結果の公表方法 

・関係団体等への説明や資料の掲示 

・市ホームページ 

・教育委員会事務局 教育環境整備推進室 

３ 意見提出数 

区 分 通(件)数 

電子メール ６通（15件） 

ＦＡＸ １通（５件） 

計 ７通（20件） 
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４ 御意見の内容と対応 

【対応区分】 

Ａ 御意見を踏まえ、基本構想・基本計画に反映したもの 

Ｂ 御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 

Ｃ 今後の取り組みを進めていく上で参考とするもの 

Ｄ 案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

Ｅ その他 

【御意見の件数と対応区分】 

（件）  

項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）全般に関すること - - 3 16 1 20

（２）基本構想報告書案に関す

ること 
- - - - - -

（３）基本計画報告書案に関す

ること 
- - - - - -

合 計 - - 3 16 1 20
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５ 具体的な御意見の内容と市の考え方【詳細】 

No． 意見要旨 本市の考え方 区分 

1 これ以上の開校の延期がないよう

にしてもらいたい。 

当初、新川崎地区では、平成 25年

度から８年間に分けて段階的な入居

が見込まれており、平成 29 年度の開

校に向けて取組を進めておりました

が、共同住宅開発の進捗が遅れたこ

ともあり、周辺校での受入で対応す

る可能性なども考慮しながら、最新

の児童数の推計を見直した結果、開

校予定時期についても当初の平成

29 年度から令和５年度以降へ段階

的に見直してきたものです。 

今後、令和７年４月の開校に向け

て、着実に取組を進めてまいります。

Ｄ 

2 平成 27 年度の設計で小学校が建

設に至らなかった理由を公開しても

らいたい。 

令和７年度開校予定がまた延期に

なのではないか心配である。 

3 各工程の進捗状況を公開してほし

い。 

令和３・４年度の基本・実施設計

を経て、令和５・６年度に工事を進

めていく予定です。 

今後は、工事に入る段階での説明

会を予定していますが、その他必要

に応じ、進捗状況の公表等を検討し

てまいります。 

Ｄ 

4 今後の意見募集の機会、説明会の

開催などの計画を教えてほしい。 

5 ＩＣＴの分野は技術革新のスピー

ドが早く、専門の高い分野のため、

建設計画を進める上では建築技術者

とは別でＩＴコンサルタントをプロ

ジェクトに入れて進めるべき。 

新校におけるＩＣＴ教育環境の整

備につきましては、ＧＩＧＡスクー

ルを踏まえた整備を基本とした上

で、詳細については、令和３年度か

らの基本・実施設計にあわせて検討

してまいります。 

Ｄ 

6 再生可能エネルギー利用や複数の

熱源設備の導入に際しては、ＢＣＰ

と建物のイニシャル・ランニングコ

ストのバランスをみて計画する必要

がある。 

再生可能エネルギー利用に関する

設備や熱源設備等の詳細な仕様につ

きましては、費用対効果等を考慮し

ながら、令和３年度からの基本・実

施設計にあわせて検討してまいりま

す。 

Ｃ 

7 ＢＣＰ（業務継続計画）の策定に

あたっては、地震や災害といった

様々な災害をシミュレーションし

て、計画することが必要ではないか。

本市では、令和２年６月に川崎市

業務継続計画（自然災害対策編）（以

下、市ＢＣＰという）を策定し、対

象となる災害の範囲や発動基準、非

常時優先業務の考え方等について見

直しを図りました。 

各施設のＢＣＰにつきましては、

市ＢＣＰ等を参照にして検討してま

いります。 

Ｄ 
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No． 意見要旨 本市の考え方 区分 

8 中学校との一体整備、もしくは隣

接地での整備を検討してほしい。 

中学校では、私立学校への進学等

により増加の程度は児童数の増加ほ

ど急速かつ大幅なものとなっており

ません。しかし、中長期的には生徒

の増加が見込まれるため、今後の推

移を注視しながら対応策を検討して

まいります。 

Ｄ 

9 中学校の新設を不要とした検討過

程を明らかにしてもらいたい。 

10 開校が遅れたことによる用地買収

価格高騰の影響はないか。 

学校用地については、令和２年 10

月に取得済です。買収価格について

は、川崎市不動産評価委員会規程の

施行に関する要綱に基づき、鑑定さ

れた額に基づき取得しております。 

Ｄ 

11 屋上にプールを作るのはなぜか 基本計画報告書の中では、敷地を

有効活用するための手法の事例とし

てのプールの配置例をお示ししてい

ますが、その具体的手法については、

令和３年度からの基本・実施設計の

中で検討してまいります。 

Ｄ 

12 校庭のトラックについては人工芝

やゴム舗装を検討してほしい。 

総合的に勘案すると、特に費用面

において、本校における人工芝やゴ

ム舗装の導入は難しいと考えており

ます。なお、土埃については対応策

を検討してまいります。 

Ｄ 

13 わくわくプラザの設置場所につい

ては、子どもの安全等を考慮し検討

してもらいたい。 

わくわくプラザの設置場所につい

ては、令和３年度からの基本・実施

設計の中で、設置場所も含めて、子

どもの安全面に配慮しながら検討し

てまいります。 

Ｃ 

14 通学路が正門側からの場合、一般

人も使用するため、通学時間帯に最

大で 1,000 人規模の児童が通学に歩

道を利用するとなると歩道をいっぱ

いに広がって使用する可能性があ

り、一般人から苦情がくると想定さ

れるが、どのような対応を検討され

ているか？ 

正門とは異なる方向の通用門の設

置について、隣接地で集合住宅を建

設している事業者とも現在調整を進

めておりますが、詳細は令和３年度

からの基本・実施設計の中で検討し

てまいります。 

Ｃ 

15 学区はマンションのみと伺ってい

るが、災害時の小学校への避難は当

該地区の住民が優先されるのか？ 

避難所の区域指定につきまして

は、地域の自主防災組織等と協議の

うえ、今後決定してまいります。

Ｄ 
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No． 意見要旨 本市の考え方 区分 

16 小倉小学校までの通学路の危険

性、100 人規模の登校で危険性が

年々増加しており、安心して子育て

できない 

小倉小学校への通学路について

は、新小倉地区からの登校児童数の

増加に伴い、昨年度末に現地確認及

び保護者等の御意見を伺ったうえ

で、登下校の経路を通学路に加えて

おります。  

新たに設定された通学路上におい

ても、令和２年度からＰＴＡの協力

を得て見守り活動を実施するなど、

引き続き登下校の安全確保に努めて

おります。 

Ｄ 

17 マンション内で学区が、小倉小学

校と東小倉小学校に別れることで、

地域連携のコミュニティがとりにく

い 

新川崎地区の就学児童は年々増加

しており、現在の通学区域である小

倉小学校だけで受け入れを行った場

合には、学校施設の狭あい化が進む

ことから、新校開校までの間、一部

マンションの通学区域を見直す予定

です。 

新校開校までの間、御理解いただ

きますようよろしくお願いします。 

Ｄ 

18 新川崎地区の小学校が新設される

までは、近隣校の学級数に対して柔

軟な対応をお願いしたい所存です。

具体的には一クラス 41 人以上にな

らなくても、36人以上でしたら、ク

ラス数を減らさないでいただきたい

です。 

小学校の学級編制の標準について

は、この度、義務標準法が改正され、

学年進行により段階的に 35 人に引

き下げるとされたところでございま

すので、計画的に 35人以下学級を推

進してまいります。 

Ｄ 

19 小倉小学校、東小倉小学校の許容

人数限界まで生徒数が増加した際

に、教育が行き届かない可能性があ

る。 

近隣小学校における教職員の適正

配置や、個別最適化された学びの実

現に向けたＧＩＧＡスクールの取組

等はもとより、新校開校までの間、

令和４年度からの増築棟、仮設校舎

の供用等の対応も、あわせて図って

まいります。 

Ｄ 

20 手持ちの情報機器からだと、資料

が見切れてしまう。 

お手元の機器の設定やブラウザの

バージョン、ＰＤＦの閲覧ビューア

（Acrobat Reader）等について最新

のものがインストールされているか

今一度ご確認いただきますようお願

いいたします。 

Ｅ 
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